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諮問庁：環境大臣 

諮問日：平成２７年１１月１０日（平成２７年（行情）諮問第６５８号） 

答申日：平成２８年１２月１９日（平成２８年度（行情）答申第５９２号） 

事件名：特定通知を作成する協議・検討会で担当職員が参照した医学的知見の

リスト等の不開示決定（不存在）に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

 別紙に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，これを保

有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 異議申立人の主張の要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２７年７月３１日付け環保企発第

１５０７３１４号により環境大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」とい

う。）が行った不開示決定（以下「原処分」という。）について，その取消

しを求める。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立人の主張する異議申立ての理由は，異議申立書の記載によると，

おおむね以下のとおりである。（なお，資料及び意見書の内容は省略す

る。） 

（１）本件の行政文書開示の請求理由は，別件の「環保企発第１５０３２５

９号」において開示された２６資料について，後日になって貴省の特殊

疾病対策室職員が「開示した資料は全てではない」と発言したことにあ

ります。 

（２）行政文書開示請求の手続きに対して，開示しなかった資料がありなが

ら，不開示の通知もせず，理由も説明せず，後から「開示した資料は全

てではない」と発言するのはどういう意味，経緯があるのでしょうか。

また，そのようなことが許されるのでしょうか。 

（３）２０１５年７月６日に，貴省担当課職員のＡ氏より，問合せの電話が

あったときにも，本件開示請求の経緯，趣旨について説明をしました。 

そして，不開示の決定をする場合にも「開示した資料は全てではな

い」とした発言の意味・経緯について，文書で説明するよう依頼しまし

た。 

しかし，本件通知書には，一切，記載されていません。 

（４）貴省の対応は，上記の経緯を無視し，不誠実であり，納得できません。 
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また，法には，「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務」 

（第１条 目的）が明記されており，行政文書を作成・取得していない

行為も「政府の有するその諸活動」であり，その理由を説明する責任が

あります。 

本件の開示請求に対して，当該文書を作成・取得していないとするな

らば，貴省職員による「開示した資料は全てではない」発言の意味と経

緯について，文書による納得いく説明を求めます。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 事案概要 

（１）異議申立人は，法に基づき，環境大臣（処分庁）に対し平成２７年７

月２日付けで本件開示請求を行い，処分庁は同日付けでこれを受理した。 

（２）本件開示請求に対し，処分庁は，平成２７年７月３１日付けで異議申

立人に対し，行政文書を不開示とする旨の決定通知（以下，第３におい

て「不開示決定」という。）を行った。 

（３）これに対し，異議申立人は，この不開示決定について，平成２７年８

月１１日付けで，処分庁に対して当該不開示決定について「処分につい

て納得することができない。」という趣旨の異議申立て（以下「本件異

議申立て」という。）を行い，処分庁は同月１２日付けで受理した。 

（４）処分庁は，本件異議申立てについて検討を行ったが，本件不開示決定

を維持するのが適当と判断し，処分庁において本件異議申立てを棄却す

ることにつき，審査会に諮問するものである。 

２ 原処分における処分庁の決定及びその考え方 

開示請求に係る当該行政文書については，作成・取得しておらず，不存

在であるため不開示とした。 

３ 異議申立人の主張についての検討 

異議申立人の主張について検討する。 

情報公開制度においては，行政文書の開示請求を受けた処分庁は，当該

開示請求に係る文書を開示，ないし不存在等の場合はその理由を示して不

開示の決定をすることが求められている。今般の不開示決定の理由は，既

にお示ししてあるとおり「開示請求に係る当該行政文書」は「作成・取得

しておらず，不存在」ということである。当該行政文書開示請求そのもの

ではなく，それに何らか関係があると異議申立人が考える説明までを要す

るものでは必ずしもない。 

したがって，異議申立人の主張は当たらない。 

４ 結論 

以上のとおり，異議申立人の主張について検討した結果，異議申立人の

主張は理由がないことから，本件異議申立てに係る処分庁の決定は妥当で

あり，本件異議申立ては棄却することとしたい。 



  

 - 3 - 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 平成２７年１１月１０日  諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年１２月１１日     審査請求人から意見書を収受 

④ 平成２８年１２月７日   審議 

⑤ 同月１５日        審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象文書について 

本件開示請求は，別紙に掲げる文書（本件対象文書）の開示を求めるも

のであり，処分庁は，これを作成・取得しておらず，不存在のため不開示

とする原処分を行った。 

これに対し，異議申立人は原処分の取消しを求め，諮問庁は原処分を維

持することが妥当としていることから，以下，本件対象文書の保有の有無

について検討する。 

２ 本件対象文書の保有の有無について 

 （１）諮問庁は，環境省では本件対象文書を保有していない旨説明するの

で，当審査会事務局職員をして諮問庁に更に確認させたところ，その説

明は次のとおりであった。 

   ア 水俣病の認定申請者の認定業務は，関係県等において行われていた

ところ，熊本県内の水俣病認定申請者の急増に伴い認定業務の促進

が緊急の課題となったため，昭和５２年６月，水俣病に関する関係

閣僚会議において「水俣病対策の推進について」の申合せが行わ

れ，これを受けて，環境庁において，同年７月，認定のための基準

として５２年判断条件を策定し，環境保健部長通知としてこれを発

出した。 

５２年判断条件においては，「水俣病であることを判断するに当た

っては，高度の学識と豊富な経験に基づき総合的に検討する必要が

ある」などとしていたところ，平成２５年４月の特定個人Ａ訴訟最

高裁判決において総合的検討の重要性が指摘されたことを受け，環

境省において，５２年判断条件の内容を具体化するものとして，

「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく水俣病の認定におけ

る総合的検討について（通知）」（以下「新通知」という。）を発出す

ることとした。 

イ 新通知は，上記アのとおり，５２年判断条件を具体化したものにす

ぎず，新たに一から基準を作成したものではなく，当時の担当者が環

境保健部内の関係者間で口頭で議論を行った上で策定したものであ

る。 
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その議論の内容等については，文書管理規則に照らして議事録作成

の対象となるものではないことから議事録や議事要旨を作成した事実

はなく，その他の文書を作成することもなかった。 

ウ なお，異議申立人は，「開示した資料は全てではない」とする新聞

記事を指摘し，「行政文書開示請求の手続きに対して，開示しなかっ

た資料がありながら」と主張しているものと考えるが，上記のとおり

そのような事実はなく，異議申立人の主張は当たらない。 

いずれにしても，本件開示請求に係る文書は，環保企発第１５０３

２５９号で開示決定したものの他に存在しない。 

（２）そこで検討すると，諮問庁は，上記（１）ア及びイのとおり説明して

いるところ，新通知の冒頭に，新通知の位置付けについて「最高裁判決

で総合的検討の重要性が指摘されたことを受け，これまでの認定審査の

実務の蓄積等を踏まえ，５２年判断条件に示された症候の組合せが認め

られない場合における同条件にいう総合的検討のあり方を整理した」と

の記載が認められることからすれば，環境省内で口頭による議論を行っ

たのみであり，議事録等を作成した事実はなく，他の文書を作成するこ

ともなかったとする諮問庁の説明については，新通知発出に至る過程の

記録の在り方が公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６

号）の趣旨に照らして適切，妥当であったかについては疑問がないでは

ないが，他方で，新通知発出に向けた内部検討の方法についての説明と

して直ちに不自然，不合理であり，議事録等が存在しているとまでいう

ことはできない。 

（３）さらに，文書探索の方法等について当審査会事務局職員をして諮問庁

に確認させたところ，環境省においては，本件異議申立てを受け，環境

保健部の執務室内の文書保管場所，書庫等を探索したが，該当する文書

の存在は確認できなかったとのことであり，この文書探索の方法及び範

囲が，特に不十分とまではいえない。 

（４）その他，本件対象文書が存在するとうかがわせる事情は存しないか

ら，環境省において，本件対象文書を保有しているとは認められない。 

３ 異議申立人のその他の主張について 

異議申立人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，これを保有していないとして不

開示とした決定については，環境省において本件対象文書を保有している

とは認められず，妥当であると判断した。 

（第４部会） 

委員 鈴木健太，委員 常岡孝好，委員 中曽根玲子 
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別紙（本件対象文書） 

 

１ ２０１４年３月７日付け「公害健康被害の補償等に関する法律に基づく

水俣病の認定における総合的検討について（通知）」を作成する協議・検

討会で，担当職員が参照・土台とした医学的知見のリスト 

２ 上記の協議・検討会で使用した資料・レジュメ 

なお，１，２とも「環保企発第１５０３２５９号」（２０１５／０３／２

５）で開示されたものを除く。 




